
令和元年松前町条例第10号                                             

 松前町立幼稚園設置条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。 

  令和元年10月８日 

  

松前町長 岡 本  靖    

  

松前町立幼稚園設置条例等の一部を改正する条例 

（松前町立幼稚園設置条例の一部改正） 

第１条 松前町立幼稚園設置条例（平成27年松前町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

 （保育料） 

 第４条 幼稚園に入園している児童の保護者は、町長の指定する期

日までに保育料を町に納付しなければならない。 

 ２ 前項の保育料の額は、当該保護者に係る松前町子どものための

教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例（平成27年松前

町条例第12号）第３条の規定による利用者負担額に相当する額と

する。 

 （督促及び延滞金） 

 

 

 

第４条 省略 

第５条 前条第１項の保護者が同項に規定する期日までに保育料を

納付しない場合における督促及び延滞金については、町立保育所

の保育料等に係る督促及び延滞金の例による。 

第６条 省略 

（松前町立保育所条例の一部改正） 



第２条 松前町立保育所条例（平成27年松前町条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（入所資格） （入所資格） 

第４条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する

者は、次のとおりとする。 

第４条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する

者は、次のとおりとする。 

(1) 満３歳以上保育認定子ども（子ども・子育て支援法施行令（平

成26年政令第213号。以下「政令」という。）第４条第１項第２

号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。） 

(1) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。）第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る児童 

(2) 満３歳未満保育認定子ども（政令第４条第２項に規定する満

３歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。） 

(2) 法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る児童 

(3) 省略 (3) 省略 

（保育料等） （保育料等） 

第10条 保育所に入所している満３歳未満保育認定子ども（児童福

祉法第24条第５項又は第６項の規定により町長が入所させた児童

を除く。）に係る教育・保育給付認定保護者（子ども・子育て支援

法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第20条第４項に規

定する教育・保育給付認定保護者をいう。）は、町長の指定する期

日までに保育料を町に納付しなければならない。 

第10条 保育所に入所している児童（児童福祉法第24条第５項又は

第６項の規定により町長が入所させた児童を除く。）の保護者   

                                                          

                                                          

                                       は、町長の指定する期

日までに保育料を町に納付しなければならない。 

２ 省略 ２ 省略 

３ 法第59条第２号に規定する時間外保育（以下「時間外保育」とい

う。）を利用する児童の保護者は                     、町長の

指定する期日までに規則で定める額の時間外保育料を町に納付し

なければならない。 

３ 法第59条第２号に規定する時間外保育（以下「時間外保育」とい

う。）を利用する児童の保護者は、第１項の保育料のほか、町長の

指定する期日までに規則で定める額の時間外保育料を町に納付し

なければならない。 



（松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の一部改正） 

第３条 松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例（平成27年松前町条例第12号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。

以下「法」という。）第27条第３項第２号、第28条第２項各号、第

29条第３項第２号及び第30条第２項各号に規定する教育・保育給

付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して

市町村が定める額（以下「利用者負担額」という。）を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。

以下「法」という。）第27条第３項第２号、第28条第２項各号、第

29条第３項第２号及び第30条第２項各号に規定する支給認定保護

者          の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して

市町村が定める額（以下「利用者負担額」という。）を定めるもの

とする。 

（利用者負担額） （利用者負担額） 

第３条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護

者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者 零円 

ア 教育認定子ども（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号。以下「政令」という。）第４条第１項第１号に規

定する教育認定子どもをいう。） 

イ 満３歳以上保育認定子ども（政令第４条第１項第２号に規

定する満３歳以上保育認定子どもをいう。） 

 (2) 満３歳未満保育認定子ども（政令第４条第２項に規定する満３

歳未満保育認定子どもをいう。）に係る教育・保育給付認定保護

第３条 利用者負担額は、法第27条第３項第２号、第28条第２項各

号、第29条第３項第２号及び第30条第２項各号の政令で定める額

を限度として、別に規則で定める額とする。 



者 法第27条第３項第２号、第28条第２項各号、第29条第３項第

２号及び第30条第２項各号の政令で定める額を限度として、規

則で定める額 

（利用者負担額の通知） （利用者負担額の通知） 

第４条 町長は、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を

当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者

が利用する特定教育・保育施設（町立幼稚園及び町立保育所を除

く。）又は特定地域型保育事業の設置者又は事業者に通知するもの

とする。 

第４条 町長は、                       

     利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を 

当該支給認定保護者          及び当該支給認定保護者        

が利用する特定教育・保育施設（町立幼稚園及び町立保育所を除

く。）又は特定地域型保育事業の設置者又は事業者に通知するもの

とする。 

附 則 

１ 省略 

附 則 

１ 省略 

（経過措置） （経過措置） 

２ 町長が法附則第６条第１項の規定により保育費用を特定保育所

に委託費として支払ったときは、当該保育費用に係る保育認定子

どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者（以下「教育・保

育給付認定保護者等」という。）は、町長の請求に基づき、町長の

指定する期日までに当該教育・保育給付認定保護者等に係る第３

条に規定する利用者負担額に相当する額を町に納付しなければな

らない。 

２ 町長が法附則第６条第１項の規定により保育費用を特定保育所

に委託費として支払ったときは、当該保育費用に係る保育認定子

どもの支給認定保護者         又は扶養義務者（以下「支給認定

保護者等        」という。）は、町長の請求に基づき、町長の

指定する期日までに当該支給認定保護者等         に係る第３

条に規定する利用者負担額に相当する額を町に納付しなければな

らない。 

（督促及び延滞金） （督促及び延滞金） 

３ 教育・保育給付認定保護者等が前項に規定する期日までに同項

に規定する額を納付しない場合における督促及び延滞金について

は、町立保育所の保育料に係る督促及び延滞金の例による。 

３ 支給認定保護者等          が前項に規定する期日までに同項

に規定する額を納付しない場合における督促及び延滞金について

は、町立保育所の保育料に係る督促及び延滞金の例による。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （幼稚園保育料に関する経過措置） 

２ 令和元年９月以前の月分の町立幼稚園に係る保育料については、なお従前の例による。 

 （保育所保育料等に関する経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の松前町立保育所条例第10条第１項の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同月前の

月分の保育料については、なお従前の例による。 

（教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第３条の規定は、教育・保育給付

認定子ども（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第20条第４項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。）に係る教育・

保育給付認定保護者（同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。）の令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、

同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。 

  

 


